
南極環境影響評価実施要領の一部を改正する件（案） 

に対する意見の募集（パブリック・コメント）について 

 

令和８年６月 30 日（火） 

環 境 省 自 然 環 境 局 

南極環境影響評価実施要領の一部を改正する件（案）について、広く国民の皆様か

ら御意見を募集するため、令和８年６月 30日（火）から令和８年７月 29日（水）ま

での期間、パブリック・コメントを実施します。 

 

＜背景＞ 

南極地域の環境の保護に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第 36 号。

以下「改正法」という。）（※１）が令和８年６月 10日（水）に公布されました。 

また、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」（令和４年６月デジタル臨

時行政調査会決定）に基づき、改正法について、アナログ規制に関する点検（※２）を

実施した結果、環境大臣が行う南極地域活動計画に係る申請書等の縦覧について、デジ

タル原則に適合する手段により縦覧を行うことを明確化すべきことが確認されました。 

これらを踏まえ、改正法の施行に向け必要となる規定の整備を行うとともに、デジタ

ル原則への適合を図るため、南極環境影響評価実施要領（平成９年 10 月環境庁告示第

57 号）について、所要の改正を行うこととしました。 

ついては、本件に関し広く国民の皆様から御意見を募集するため、パブリック・コメ

ントを実施します。 

 

※１ 改正法案は、以下の環境省報道発表ページから御覧いただけます。 

 https://www.env.go.jp/press/press_03750.html 

※２ 「目視」、「実地監査」、「定期検査・点検」、「常駐・専任」、「対面講習」、「書面掲示」

又は「往訪閲覧・縦覧」の７項目が代表的なアナログ規制とされており、これらに該

当するアナログ行為に係る規定について、デジタル化の推進のため、見直しが求めら

れています。 

 

 

  

https://www.env.go.jp/press/press_03750.html


【意見募集要領】 

 

１．意見募集対象 

南極環境影響評価実施要領の一部を改正する件（案） 

 

２．資料入手方法 

（１）電子政府の総合窓口（e-Gov）における掲載 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public 

（２）窓口での配布 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１-２-２ 中央合同庁舎５号館 

環境省自然環境局自然環境計画課 

※入館登録が必要となりますので、事前に本資料末尾のお問合せ先

まで御連絡ください。 

 

３．意見募集期間 

令和８年６月 30日（火）から令和８年７月 29日（水）まで 

※郵送の場合は締切日必着 

 

４．意見提出先・提出方法 

下記のいずれかの方法で、日本語にて御意見を御提出ください。 

下記以外の方法（電話等）による御意見の御提出には対応いたしかねますの

で、あらかじめ御了承ください。 

 

（１）電子政府の総合窓口（e-Gov）の意見提出フォームを利用する場合 

e-Gov（https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public）の「意見募

集案件」の一覧から「南極環境影響評価実施要領の一部を改正する件（案）に

対する意見の募集（パブリック・コメント）について」にアクセスいただき、

「意見募集要領（提出先を含む）」を御確認の上、「意見入力へ」のボタンをク

リックし、「パブリック・コメント：意見入力フォーム」より御提出ください。 

 

＜電子政府の総合窓口（e-Gov）を利用する場合の記入項目＞ 

■氏名（法人・団体の場合は、法人・団体名、意見提出者の氏名） 

■連絡先（郵便番号、住所、連絡先電話番号、電子メールアドレス） 

■御意見の該当箇所 

どの部分についての御意見か分かるよう、「提出意見」欄に該当箇所

を明記してください。 

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public


（例）○ページ○行目 

■御意見の概要 

御意見が 100 字を超える場合は、御意見の概要（100 字以内）も併せ

て「提出意見」欄に御記入ください。 

■御意見及び理由 

御意見及びその理由（2,000 字以内）を「提出意見」欄に御記入くだ

さい。 

 

（２）郵送の場合 

次の＜郵送の場合の意見提出様式＞により、必要事項をＡ４サイズの用紙

に記載の上、封筒の表面に「南極環境影響評価実施要領の一部を改正する件

（案）に関する意見」と明記して、以下の宛先まで送付ください。 

 

＜提出先＞ 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１－２－２ 中央合同庁舎５号館 

環境省自然環境局自然環境計画課 パブリック・コメント担当 宛て 

 

＜郵送の場合の意見提出様式＞ 

■件名：南極環境影響評価実施要領の一部を改正する件（案）に関する意

見 

■氏名（法人・団体の場合は、法人・団体名、意見提出者の氏名）： 

■郵便番号・住所： 

■電話番号： 

■電子メールアドレス： 

■御意見： 

 １ 該当箇所（意見対象箇所（例：○ページ○行目）を明記してください。） 

２ 御意見の概要（100字以内で記載してください。） 

 ３ 御意見の内容及び理由（2,000字以内で記載してください。） 

 

（注意事項） 

・１つの意見フォームにつき１つの御意見を記載してください。 

・意見内容は、2,000字以内で簡潔に記載願います。 

・御提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情

報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御

了承願います。なお、氏名、住所、電話番号等個人情報については、御意

見の内容に不明な点があった場合の連絡以外の用途では使用いたしませ



ん。 

・皆様から御提出いただいた御意見に対し、個別にお答えすることはできま

せんので、その旨御了承願います。 

 

５．留意事項 

・意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別し得る記述があると

判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくことがあり

ます。 

・記入漏れや、本要領に即して記入されていない場合、以下に該当する場合は

無効とさせていただくことがあります。 

・御意見の内容が、意見募集対象「南極環境影響評価実施要領の一部を改正す

る件（案）」に関するものではない場合 

・個人・法人・事業等の権利利益を害するおそれがある場合 

・個人・法人・事業等の誹謗中傷に該当する場合 

・事業・ホームページ・思想等の宣伝・広告に該当する場合 

・記載された情報が虚偽であると判明した場合 

 

６．問合せ先 

環境省自然環境局自然環境計画課 

〒100-8975 東京都千代田区霞が関１-２-２ 中央合同庁舎５号館 

電話番号：03-5521-8274 

 

 

 

以上 


